
生駒市規則第１号 

生駒市男女共同参画推進条例施行規則をここに公布する。 

平成２０年２月２９日 

生駒市長 山下 真  

 

   生駒市男女共同参画推進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市男女共同参画推進条例（平成１９年９月生駒市条例

第２４号。以下「条例」という｡)の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（苦情等の申出） 

第２条 条例第２１条第１項の規定による申出（以下「苦情等の申出」という｡)

は、苦情等申出書（様式第１号）により行うものとする。ただし、市長が苦情

等申出書の提出ができない特別な理由があると認めるときは、口頭により行う

ことができる。 

２ 市長は、苦情等の申出が口頭により行われたときは、その内容を記録した書

面を作成するものとする。 

（調査） 

第３条 市長は、苦情等の申出があったときは、条例第２１条第４項の生駒市男

女共同参画専門委員（以下「専門委員」という｡)に調査を行わせるものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係

る苦情等の申出については、専門委員に調査を行わせないものとする。 

(1) 判決、裁決等により確定した事項 

(2) 裁判所において係争中又は行政庁において不服申立ての審理中の事項 



(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（

昭和４７年法律第１１３号）第１７条の規定による紛争の解決の援助の対象

となる事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、専門委員に調査を行わせることが適当でな

いと認める事項 

３ 市長は、専門委員に調査を行わせるときにあってはその旨を、調査を行わせ

ないときにあってはその旨及びその理由を、苦情等の申出を行った者（以下「

申出者」という｡)に対して書面により通知するものとする。 

（関係者への通知等） 

第４条 市長は、専門委員に調査を行わせるときは、その旨を苦情等の申出に係

る市の機関又は当事者（申出者を除く。次項及び第７条において「関係者」と

いう｡)に対して書面により通知するものとする。ただし、市長が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

２ 専門委員は、関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。 

（調査結果の報告） 

第５条 専門委員は、調査を終了したときは、是正のために必要な措置等につい

ての意見を付して、調査結果を市長に報告しなければならない。 

（是正のための措置） 

第６条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、必要があると認

めるときは、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める措置を講ず

るものとする。 

(1) 市の機関 勧告又は是正の指示 

(2) 市の機関以外の者 助言又は是正の要望 

（調査結果等の通知） 

第７条 市長は、第５条の規定による報告を受けたときは、速やかに、調査結果



を申出者に対して通知するものとする。この場合において、関係者に対して前

条の措置を講じたときは、その内容を併せて通知するものとする。 

（是正の指示等に対する措置の報告） 

第８条 第６条第１号の勧告又は是正の指示を受けた市の機関は、当該勧告又は

是正の指示に基づき措置を講じたときにあっては当該講じた措置を、措置を講

じないときにあってはその理由を、原則として当該勧告又は是正の指示を受け

た日から６０日以内に、市長に報告しなければならない。 

（苦情等の申出の処理状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度、第６条の規定により講じた措置及び前条の規定による

報告についての報告書を作成し、公表しなければならない。 

（専門委員の定数等） 

第１０条 専門委員の定数は、２人とする。 

２ 専門委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書（様式第２号）を

携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（審議会の会長及び副会長） 

第１１条 条例第２３条第１項の生駒市男女共同参画審議会（以下「審議会」と

いう｡)に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第１２条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 



（関係者の出席等） 

第１３条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を

求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができ

る。 

（部会） 

第１４条 審議会は、その所掌事務に係る特定の事項を調査研究するために必要

があると認めるときは、部会を置くことができる。 

（会長への委任） 

第１５条 前３条に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項

は、会長が定める。 

（施行の細目） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 



様式第１号（第２条関係） 

 番 号  

苦情等申出書 

                         年  月  日 

生駒市長      殿 

               申出者 住  所 

                   氏  名         

                   電話番号 

生駒市男女共同参画推進条例第２１条第１項の規定により、次のとおり苦情

等の申出をします。 

申 出 の 趣 旨 

 

申 出 の 概 要 

 

他 機 関 へ の 

相 談 状 況 

 

特 記 事 項 

 

 



様式第２号（第１０条関係） 

（表） 

 

（裏） 
 

生駒市男女共同参画推進条例（抜粋） 

 

（苦情申出への対応） 

第２１条 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情等がある

とき、又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害すると認められる

ものがあるときは、その旨を市長に申し出ることができる。 

２・３ 略 

４ 市長は、苦情等の申出を適切かつ迅速に処理するため、生駒市男女共同参画専門委員を

置き、苦情等の申出に係る事案を調査させるものとする。 

５ 略 

 

 

 

生駒市男女共同参画推進条例施行規則（抜粋） 

 

（専門委員の定数等） 

第１０条 略 

２ 専門委員は、職務を行う場合には、その身分を示す証明書（様式第２号）を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

                          第   号 

生駒市男女共同参画専門委員証 

  

氏  名 

 

生年月日      年  月  日 

 

上記の者は、生駒市男女共同参画専門委員であることを証明する。 

年  月  日発行 

生駒市長        □印  
  

写 
 
 

真 


